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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベルトユニットと、
　前記ベルトユニットに接触する加圧部材と、
　を有し、
　媒体が前記ベルトユニットと前記加圧部材との間の接触位置を通過することで、前記媒
体上に現像剤像を定着させる定着装置であって、
　前記ベルトユニットは、
　支持部と、
　前記支持部に移動可能に支持され、前記加圧部材に接触する外面を有する無端ベルトと
、
　前記無端ベルトの内側に配置されたヒータと、
　前記ヒータで発生する熱を前記無端ベルトに伝える熱拡散部材と、
　を有し、
　前記熱拡散部材は、
　前記ヒータに接する第１の面と、
　前記無端ベルトの内面に接する第２の面と、
　前記ヒータより前記媒体の搬送方向の上流側に備えられた第１の壁部と、
　前記ヒータより前記搬送方向の下流側に備えられた第２の壁部と、
　を有し、
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　前記支持部は、
　前記第１の壁部が挿入される第１の溝部と、
　前記第２の壁部が挿入される第２の溝部と、
　を有し、
　前記ヒータと前記熱拡散部材の前記第１の面との間に第１のグリースが塗布されており
、
　前記熱拡散部材の前記搬送方向に直交する幅方向の前記第１の壁部及び前記第２の壁部
を含む両端は、前記幅方向における前記無端ベルトの両端よりも外側に配置されており、
　前記加圧部材によって前記無端ベルトの前記外面に前記支持部に向かう押し付け力が付
与されているときに、前記熱拡散部材及び前記ヒータは、前記支持部の当接面と対向して
配設される
　ことを特徴とする定着装置。
【請求項２】
　前記無端ベルトの前記外面に前記押し付け力が付与されていないときに、前記熱拡散部
材及び前記ヒータは、前記ヒータが前記支持部の当接面から離れたフローティング状態で
あることを特徴とする請求項１に記載の定着装置。
【請求項３】
　前記第１のグリースは、熱伝導グリースであることを特徴とする請求項１又は２に記載
の定着装置。
【請求項４】
　前記ヒータと前記支持部との間に配置され、前記ヒータで発生した前記熱を一時的に蓄
積する保熱部材をさらに有し、
　前記無端ベルトの前記外面に前記押し付け力が付与されているときに、前記熱拡散部材
、前記ヒータ、及び前記保熱部材は、前記支持部の当接面と対向して配設される
　ことを特徴とする請求項１に記載の定着装置。
【請求項５】
　前記無端ベルトの前記外面に前記押し付け力が付与されていないときに、前記熱拡散部
材、前記ヒータ、及び前記保熱部材は、前記ヒータが前記支持部の前記当接面から離れた
フローティング状態であることを特徴とする請求項４に記載の定着装置。
【請求項６】
　前記ヒータと前記熱拡散部材との間に第１のグリースが塗布されており、
　前記保熱部材と前記ヒータとの間に第２のグリースが塗布されている
　ことを特徴とする請求項４又は５に記載の定着装置。
【請求項７】
　前記第１のグリース及び前記第２のグリースは、熱伝導グリースであることを特徴とす
る請求項６に記載の定着装置。
【請求項８】
　前記第２のグリースは、前記第１のグリースと異なる成分であることを特徴とする請求
項６又は７に記載の定着装置。
【請求項９】
　前記第１の壁部及び前記第２の壁部の少なくとも一方は、前記支持部と係合する係合部
を有することを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の定着装置。
【請求項１０】
　前記加圧部材は、加圧ローラであり、
　前記加圧ローラの回転に従動して前記無端ベルトが周方向に移動する
　ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の定着装置。
【請求項１１】
　前記第１の溝部は、前記第１の壁部の先端が前記第１の溝部の底面に接触しない深さを
有し、
　前記第２の溝部は、前記第２の壁部の先端が前記第２の溝部の底面に接触しない深さを
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有する
　ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の定着装置。
【請求項１２】
　前記熱拡散部材は、０．２ｍｍから１．０ｍｍの範囲内の厚さを持つ金属板であり、
　前記第１の壁部及び前記第２の壁部は、前記金属板の折り曲げ部である
　ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の定着装置。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の定着装置を有することを特徴とする画像形成
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、媒体上に現像剤像を定着させる定着装置及び定着装置を有する画像形成装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無端ベルト（エンドレスフィルム）と加熱手段（ヒータ部）とを備えたベルトユニット
（加熱装置）と無端ベルトの外面に接触する加圧部材（加圧ローラ）とを有する定着装置
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。この定着装置では、媒体（記録材）が無
端ベルトと加圧部材との間のニップ部を通過することで、媒体上に現像剤像が定着される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０３２６９７号公報（例えば、請求項１、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記定着装置の加熱手段は、ヒータ本体と無端ベルトの内面に接触する摺動部材（熱拡
散部材）とから構成される場合がある。この場合、ヒータ本体と熱拡散部材との間に塗布
された熱伝導グリースが漏れ出て、熱拡散部材の下面と無端ベルトの内面との間に付着し
、前記部材間の摺動グリースに混入し、摺動性を悪化させたり、熱伝達率のムラを発生さ
せたりし、現像剤像の加熱が不足し、定着不良が生じやすい。
【０００５】
　本発明は、現像剤像を良好に定着させることができる定着装置及びこれを有する画像形
成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る定着装置は、ベルトユニットと、前記ベルトユニットに接触する
加圧部材と、を有し、媒体が前記ベルトユニットと前記加圧部材との間の接触位置を通過
することで、前記媒体上に現像剤像を定着させる定着装置であって、前記ベルトユニット
は、支持部と、前記支持部に移動可能に支持され、前記加圧部材に接触する外面を有する
無端ベルトと、前記無端ベルトの内側に配置されたヒータと、前記ヒータで発生する熱を
前記無端ベルトに伝える熱拡散部材と、を有し、前記熱拡散部材は、前記ヒータに接する
第１の面と、前記無端ベルトの内面に接する第２の面と、前記ヒータより前記媒体の搬送
方向の上流側に備えられた第１の壁部と、前記ヒータより前記搬送方向の下流側に備えら
れた第２の壁部と、を有し、前記支持部は、前記第１の壁部が挿入される第１の溝部と、
前記第２の壁部が挿入される第２の溝部と、を有し、前記ヒータと前記熱拡散部材の前記
第１の面との間に第１のグリースが塗布されており、前記熱拡散部材の前記搬送方向に直
交する幅方向の前記第１の壁部及び前記第２の壁部を含む両端は、前記幅方向における前
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記無端ベルトの両端よりも外側に配置されており、前記加圧部材によって前記無端ベルト
の前記外面に前記支持部に向かう押し付け力が付与されているときに、前記熱拡散部材及
び前記ヒータは、前記支持部の当接面と対向して配設されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、現像剤像を良好に定着させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る定着装置の内部を概略的に示す斜視図である。
【図３】実施の形態に係る定着装置の内部を媒体の搬送方向に見た正面図である。
【図４】図３の定着装置をＩＶ－ＩＶ線で切る断面を概略的に示す断面図である。
【図５】図４の定着装置のＡ部を示す拡大断面図である。
【図６】実施の形態に係る定着装置のベルトユニットの構造を概略的に示す分解斜視図で
ある。
【図７】図３の定着装置をＶＩＩ－ＶＩＩ線で切る断面を概略的に示す断面図である。
【図８】図７のベルトユニットのＢ部を示す拡大断面図である。
【図９】実施の形態に係る定着装置のベルトユニットの無端ベルトの内側の構造を概略的
に示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の実施の形態に係る定着装置及び画像形成装置を、添付図面を参照しな
がら説明する。以下の実施の形態は、例にすぎず、本発明の範囲内で種々の変更が可能で
ある。
【００１０】
　図には、ｘｙｚ直交座標系の座標軸が示される。ｚ軸は、定着装置の高さ方向に平行な
座標軸である。＋ｚ軸方向は、上方向であり、－ｚ軸方向は、下方向である。－ｚ軸方向
は、一般に重力方向であるが、重力方向に対し傾斜してもよい。ｙ軸は、定着装置におけ
る媒体Ｐの搬送方向Ｆに平行な座標軸である。＋ｙ軸方向は、定着装置における搬送方向
Ｆである。ｘ軸は、定着装置における無端ベルトの幅方向に平行な座標軸、すなわち、加
圧ローラの支軸に平行な座標軸である。
【００１１】
《１》画像形成装置
　図１は、実施の形態に係る画像形成装置１００の構成を概略的に示す図である。画像形
成装置１００は、例えば、電子写真カラープリンタである。画像形成装置１００は、実施
の形態に係る定着装置１を有する。
【００１２】
　図１に示されるように、画像形成装置１００は、主要な構成として、電子写真方式によ
り用紙などの媒体Ｐ上に現像剤像（トナー像）を形成する画像形成部１１０Ｙ，１１０Ｍ
，１１０Ｃ，１１０Ｋと、画像形成部１１０Ｙ，１１０Ｍ，１１０Ｃ，１１０Ｋに媒体Ｐ
を供給する媒体供給部１２０と、媒体Ｐを搬送する搬送部１３０と、画像形成部１１０Ｙ
，１１０Ｍ，１１０Ｃ，１１０Ｋの各々に対応するように配置された転写部としての転写
ローラ１４０と、媒体Ｐ上に転写された現像剤像Ｑを定着させる定着装置１と、定着装置
１を通過した媒体Ｐを外部に排出する媒体排出部としての排紙ローラ対１２５とを有する
。なお、画像形成装置１００が有する画像形成部の数は、３以下又は５以上であってもよ
い。また、画像形成装置１００は、電子写真プロセスによって媒体Ｐ上に画像を形成する
装置であれば、画像形成部の数が１つであるモノクロプリンタであってもよい。
【００１３】
　図１に示されるように、媒体供給部１２０は、用紙カセット１２１と、用紙カセット１
２１内に積載された媒体Ｐを１枚ずつ繰り出すホッピングローラ１２２と、用紙カセット
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１２１から繰り出された媒体Ｐを搬送するレジストローラ１２３と、媒体Ｐを搬送するロ
ーラ対１２４とを有する。
【００１４】
　画像形成部１１０Ｙ，１１０Ｍ，１１０Ｃ，１１０Ｋは、媒体Ｐ上にイエロー（Ｙ）の
現像剤像、マゼンタ（Ｍ）の現像剤像、シアン（Ｃ）の現像剤像、及びブラック（Ｋ）の
現像剤像をそれぞれ形成する。画像形成部１１０Ｙ，１１０Ｍ，１１０Ｃ，１１０Ｋは、
媒体搬送路に沿って搬送方向に（すなわち、図１において右から左に）並んで配置される
。画像形成部１１０Ｙ，１１０Ｍ，１１０Ｃ，１１０Ｋは、着脱自在に形成された各色用
の画像形成ユニット１１２Ｙ，１１２Ｍ，１１２Ｃ，１１２Ｋをそれぞれ有する。
【００１５】
　画像形成部１１０Ｙ，１１０Ｍ，１１０Ｃ，１１０Ｋは、各色用の露光装置としての光
プリントヘッド１１１Ｙ，１１１Ｍ，１１１Ｃ，１１１Ｋをそれぞれ有する。
【００１６】
　画像形成ユニット１１２Ｙ，１１２Ｍ，１１２Ｃ，１１２Ｋの各々は、回転可能に支持
された像担持体としての感光体ドラム１１３と、感光体ドラム１１３の表面を一様に帯電
させる帯電部材としての帯電ローラ１１４と、光プリントヘッド１１１Ｙ，１１１Ｍ，１
１１Ｃ，１１１Ｋによる露光によって感光体ドラム１１３の表面に静電潜像を形成した後
に、感光体ドラム１１３の表面にトナーを供給して静電潜像に対応する現像剤像を形成す
る現像装置１１５とを有する。
【００１７】
　現像装置１１５は、トナーを収容する現像剤収容スペースを形成する現像剤収容部とし
てのトナー収容部と、感光体ドラム１１３の表面にトナーを供給する現像剤担持体として
の現像ローラ１１６と、トナー収容部内に収容されたトナーを現像ローラ１１６に供給す
る供給ローラ１１７と、現像ローラ１１６の表面のトナー層の厚さを規制するトナー規制
部材としての現像ブレード１１８とを有する。
【００１８】
　光プリントヘッド１１１Ｙ，１１１Ｍ，１１１Ｃ，１１１Ｋの各々による露光は、一様
帯電した感光体ドラム１１３の表面に印刷用の画像データに基づいて実行される。光プリ
ントヘッド１１１Ｙ，１１１Ｍ，１１１Ｃ，１１１Ｋの各々は、感光体ドラム１１３の軸
線方向に複数の発光素子が配列された発光素子アレイを含む。
【００１９】
　図１に示されるように、搬送部１３０は、媒体Ｐを静電吸着して搬送する搬送ベルト（
転写ベルト）１３３と、駆動部により回転されて搬送ベルト１３３を駆動する駆動ローラ
１３１と、駆動ローラ１３１と対を成して搬送ベルト１３３を張架するテンションローラ
（従動ローラ）１３２とを有する。
【００２０】
　図１に示されるように、転写ローラ１４０は、搬送ベルト１３３を挟んで画像形成ユニ
ット１１２Ｙ，１１２Ｍ，１１２Ｃ，１１２Ｋの各々の感光体ドラム１１３に対向して配
置されている。転写ローラ１４０によって、画像形成ユニット１１２Ｙ，１１２Ｍ，１１
２Ｃ，１１２Ｋの各々の感光体ドラム１１３の表面に形成された現像剤像（トナー像）は
、媒体搬送路に沿って矢印方向に搬送される媒体Ｐの上面に順に転写されて、複数の現像
剤像が重ねられたカラー画像が形成される。感光体ドラム１１３上に現像された画像（現
像剤像）を媒体Ｐに転写した後に感光体ドラム１１３に残留したトナーを除去するクリー
ニング装置１１９を有する。
【００２１】
　定着装置１は、未定着の現像剤像Ｑを加熱及び加圧して媒体Ｐ上に定着させる。定着装
置１の詳細は、後述する。
【００２２】
　次に、画像形成装置１００の動作を説明する。先ず、用紙カセット１２１内の媒体Ｐは
、ホッピングローラ１２２によって繰り出され、レジストローラ１２３へ送られる。続い
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て、媒体Ｐはレジストローラ１２３からローラ対１２４を介して搬送ベルト１３３に送ら
れ、この搬送ベルト１３３の走行に伴って、画像形成ユニット１１２Ｙ，１１２Ｍ，１１
２Ｃ，１１２Ｋへと搬送される。画像形成ユニット１１２Ｙ，１１２Ｍ，１１２Ｃ，１１
２Ｋにおいて、感光体ドラム１１３の表面は、帯電ローラ１１４によって帯電され、光プ
リントヘッド１１１Ｙ，１１１Ｍ，１１１Ｃ，１１１Ｋによって露光され、静電潜像が形
成される。静電潜像には、現像ローラ１１６上で薄層化されたトナーが静電的に付着され
て各色の現像剤像が形成される。各色の現像剤像は、転写ローラ１４０によって媒体Ｐに
転写され、媒体Ｐ上にカラーの現像剤像Ｑが形成される。転写後に、感光体ドラム１１３
上に残留したトナーは、クリーニング装置１１９によって除去される。カラーの現像剤像
Ｑが形成された媒体Ｐは、定着装置１に送られる。この定着装置１において、カラーの現
像剤像Ｑが媒体Ｐに定着され、カラー画像が形成される。カラー画像が形成された媒体Ｐ
は、排紙ローラ対１２５によって用紙スタッカへ排出される。
【００２３】
《２》定着装置
　図２は、実施の形態に係る定着装置１の内部構造を概略的に示す斜視図である。図３は
、定着装置１の内部を媒体の搬送方向Ｆ（＋ｙ軸方向）に見た正面図である。図４は、図
３の定着装置１をＩＶ－ＩＶ線で切る断面を概略的に示す断面図である。図５は、図４の
定着装置１のＡ部を示す拡大断面図である。
【００２４】
　また、図６は、定着装置１のベルトユニット２の構造を概略的に示す分解斜視図である
。図７は、図３の定着装置１をＶＩＩ－ＶＩＩ線で切る断面を概略的に示す断面図である
。図８は、図７のベルトユニット２のＢ部を示す拡大断面図である。図９は、ベルトユニ
ット２の無端ベルトの内側の構造を概略的に示す分解斜視図である。
【００２５】
　図２及び図３に示されるように、定着装置１は、加熱装置としてのベルトユニット２と
、ベルトユニット２に接触する加圧部材としての加圧ローラ３と、ベルトユニット２及び
加圧ローラ３を支持するサイドフレーム４及び５（「左サイドフレーム４」及び「右サイ
ドフレーム５」とも言う）とを有する。サイドフレーム４及び５は、定着装置１の本体構
造であるフレーム６の一部分である。未定着の現像剤像Ｑ（図１に示される）を備えた媒
体Ｐ（図１に示される）が搬送方向Ｆに搬送され、ベルトユニット２と加圧ローラ３との
間の接触位置、すなわちニップ部Ｎを通過することで、媒体Ｐが加熱及び加圧されて、媒
体Ｐ上に現像剤像Ｑが定着される。
【００２６】
　図２及び図３に示されるように、サイドフレーム４及び５には、互いに同軸的に配置さ
れた支軸４１及び５１が備えられている。図２及び図４に示されるように、サイドフレー
ム４には支軸４１を中心にＤ４方向に回動可能に支持されたレバー部材４２が備えられて
いる。図６及び図７に示されるように、サイドフレーム５には支軸５１を中心にＤ５方向
に回動可能に支持されたレバー部材５２が備えられている。
【００２７】
　図４から図９に示されるように、ベルトユニット２は、ステー２１と、ステー２１に固
定された保持部材２２とを有している。ステー２１と保持部材２２とは、ベルトユニット
２をサイドフレーム４及び５に支持するための支持部２３を構成する。ただし、支持部２
３の構造は、図示の例に限定されず、種々の変更が可能である。図２から図４及び図６に
示されるように、ステー２１のｘ軸方向の両端部２１１及び２１２は、レバー部材４２及
び５２にそれぞれ固定されている。固定方法は、限定されないが、例えば、ネジによる固
定である。このため、ベルトユニット２は、レバー部材４２及び５２と共に支軸４１及び
５１を中心に、図４のＤ４方向、すなわち図７のＤ５方向に回動可能に支持される。
【００２８】
　また、図４から図９に示されるように、ベルトユニット２は、保熱部材としての保熱板
２４と、板状のヒータ２５と、熱拡散部材としての熱拡散板２６と、無端ベルト２７とを
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有する。保熱板２４は、ヒータ２５で発生した熱を一時的に蓄える蓄熱性能と、ヒータ２
５で発生した熱を上部に（＋ｚ軸方向に）伝達させにくくするための熱遮断性能とを有す
る。ただし、ヒータ２５が、保熱板２４の性能を有する場合又はヒータ２５の上部の温度
上昇を許容する場合などには、保熱板２４を備える必要はない。また、保熱板２４及びヒ
ータ２５は、板状の形状又は平板状の形状に限定されない。
【００２９】
　図４から図９に示されるように、熱伝達特性を向上させるために、保熱板２４の下面２
４２とヒータ２５の上面２５１とは、予め塗布されたグリース（第１のグリース）を介し
て密着している。このグリース（第１のグリース）は、例えば、熱伝導グリースである。
また、熱伝達特性を向上させるために、ヒータ２５の下面２５２と熱拡散板２６の第１の
面２６１とは、予め塗布されたグリース（第２のグリース）を介して密着している。この
グリース（第２のグリース）は、例えば、熱伝導グリースである。第１のグリースと第２
のグリースとは同じ成分のものであってもよく、異なる成分のものであってもよい。また
、保熱板２４とヒータ２５との間は、グリースを塗布しない場合もある。また、無端ベル
ト２７と熱拡散板２６の摺動部との間には、摺動性を高め、摩耗を減らすために摺動グリ
ースが塗布される。
【００３０】
　図４及び図５に示されるように、保熱板２４、ヒータ２５、及び熱拡散板２６は、無端
ベルト２７の内側に配置される。保熱板２４、ヒータ２５、及び熱拡散板２６は、グリー
スの接着力によって一体的な構造物を形成する。保熱板２４とヒータ２５との間にグリー
スを塗布しない場合には、ヒータ２５及び熱拡散板２６は、グリースの接着力によって一
体的な構造物を形成する。
【００３１】
　図４から図６及び図９に示されるように、熱拡散板２６は、ヒータ２５の下面２５２に
接する第１の面２６１と、無端ベルト２７の内面２７１に接する摺動面である第２の面２
６２と、ヒータ２５より搬送方向Ｆの上流側に備えられた第１の壁部２６３と、ヒータ２
５より搬送方向Ｆの下流側に備えられた第２の壁部２６４とを有する。第１の壁部２６３
及び第２の壁部２６４は概ね＋ｚ軸方向に、すなわち、保持部材２２に向けて立設してい
る。第１の壁部２６３及び第２の壁部２６４は、熱拡散板２６の長手方向すなわちｘ軸方
向の全域に備えられている。保持部材２２は、第１の壁部２６３が挿入される長溝である
第１の溝部２２１と、第２の壁部２６４が挿入される長溝である第２の溝部２２２とを有
する。第１の溝部２２１と第２の溝部２２２とは、保持部材２２の長手方向すなわちｘ軸
方向の全域に形成されている。図５及び図８に示されるように、熱拡散板２６の断面形状
は、略コの字状である。
【００３２】
　熱拡散板２６の幅方向すなわちｘ軸方向の両端は、幅方向における無端ベルト２７の両
端よりも外側に配置されることが望ましい。熱拡散板２６の幅方向の両端には壁部が存在
しないが、熱拡散板２６の幅方向の両端からグリースが漏れ出たとしても、グリースが無
端ベルト２７の内面に付着しないからである。
【００３３】
　熱拡散板２６は、０．２ｍｍから１．０ｍｍの範囲内の厚さを持つ金属板であることが
望ましい。熱拡散板２６は、例えば、ステンレス、アルミニウム合金、又は鉄などの金属
薄板に、無端ベルト２７との摺動面の摩擦係数を低くし且つ耐摩耗性能を高くするための
処理（例えば、ガラスコーティング又は硬質クロムコーティング）を行っている。この場
合、第１の壁部２６３及び第２の壁部２６４として、金属板の折り曲げ加工によって形成
される折り曲げ部を使用することができる。
【００３４】
　図５、図６、図８及び図９に示されるように、第１の壁部２６３は、第１の溝部２２１
内の突起部（フック部）２２１ａ（図８）及び２２１ｂ（図５）に係合する（引っ掛かる
又は嵌まる）係合部としての係合孔２６３ａ及び２６３ｂを有している。同様の突起部と
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係合孔を、第１の壁部２６３と第１の溝部２２１にではなく、又は、第１の壁部２６３と
第１の溝部２２１に加えて、第２の壁部２６４と第２の溝部２２２内に備えてもよい。な
お、第１の壁部２６３に係合孔が形成され、第１の壁部２６３に係合孔に係合する（引っ
掛かる又は嵌まる）突起部を備えてもよい。
【００３５】
　第１の溝部２２１は、第１の壁部２６３の先端が第１の溝部２２１の底面に接触しない
深さを有し、第２の溝部２２２は、第２の壁部２６４の先端が第２の溝部２２２の底面に
接触しない深さを有する。このような構造により、熱拡散板２６は、第１の溝部２２１及
び第２の溝部２２２の深さ方向（略ｚ軸方向）に移動可能である。
【００３６】
　図４から図６に示されるように、無端ベルト２７は、ステー２１の両端側のガイド面２
１３及び２１４（図６）によって無端ベルト２７の周方向（Ｄ２方向）に移動可能に支持
される。図４及び図５に示されるように、無端ベルト２７の内面２７１は熱拡散板２６の
第２の面２６２と摺動可能に接触する。
【００３７】
　図２から図４に示されるように、無端ベルト２７の外面２７２は、加圧ローラ３の周面
と接触し、無端ベルト２７と加圧ローラ３の接触位置（すなわち、接触範囲）にニップ部
Ｎを形成する。加圧ローラ３は、モータ等の駆動力発生手段で発生した駆動力を伝達する
駆動力伝達手段としての駆動ギヤ７１～７３を介して受け取り、回転する。無端ベルト２
７は、加圧ローラ３のＤ３方向の回転に従動して、無端ベルト２７の周方向であるＤ２方
向に移動する。
【００３８】
　図５に示されるように、現像剤像Ｑの定着動作時には、加圧ローラ３は無端ベルト２７
に押し付け力を付与している。この押し付け力は、例えば、図２に示される付勢手段とし
てのスプリング４３及び５３が、支軸４１及び５１を中心に回動するレバー部材４２及び
５２を＋ｙ方向に押す力によって発生する。加圧ローラ３によって無端ベルト２７の外面
２７２に保持部材２２に向かう押し付け力が付与されているときに、熱拡散板２６、ヒー
タ２５、及び保熱板２４は、保持部材２２に向けて押し付けられた密着状態である。つま
り、密着状態は、無端ベルト２７の内側に接する熱拡散板２６、その上のヒータ２５、そ
の上の保熱板２４は、保熱板２４の上面２４１が保持部材２２の下部の当接部としての当
接面２２３に当接するまで押し上げられて、これらが互いに密着した状態である。
【００３９】
　無端ベルト２７の外面２７２に加圧ローラ３による押し付け力が付与されていないとき
には、熱拡散部材２６、ヒータ２５、及び保熱板２４は、保熱板２４が保持部材２２の当
接面２２３から離れたフローティング状態である。
【００４０】
　印刷時にベルトユニット２が加圧ローラ３に押し付けられると（すなわち、加圧ローラ
３がベルトユニット２からの押し付けに抗する力をベルトユニット２に付与すると）、ス
テー２１で支えられた保持部材２２の第１の溝２２１と第２の溝２２２によって第１の壁
部２６３と第２の壁部２６４がガイドされて、熱拡散板２６が略＋ｚ軸方向に押し上げら
れる。保持部材２２の下部の当接面２２３と熱拡散板２６の第１の面２６１との間に挟ま
れたヒータ２５及び保熱板２４は、熱拡散板２６により押し付けられヒータ２５と保熱板
２４の間が密着され、塗布されたグリースの一部（すなわち、グリースの内の過剰な部分
）が熱拡散板２６の第１の面２６１上に追い出される場合がある。また、熱拡散板２６と
ヒータ２５との間のグリースも同様な状態になる場合がある。熱拡散板２６の第１の面２
６１上に追い出されたグリースは、熱拡散板２６の第１の面２６１において第１の壁部２
６３と第２の壁部２６４の内側に滞留するため、無端ベルト２７の内面２７１へ付着しな
い。
【００４１】
　以上に説明したように、実施の形態に係る定着装置１によれば、ヒータ２５と熱拡散板
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スが、熱拡散板２６の第１の面２６１上に漏れ出ても、第１の壁部２６３と第２の壁部２
６４とによってグリースが第１の面２６１の外側に流出することを阻止できる。このため
、漏れ出たグリースが無端ベルト２７の内面２７１と熱拡散板２６の第２の面（下面）と
の間の摺動グリースに混入し、摺動性を悪化させたり、熱伝達率のムラを発生させたりす
る状況は発生しない。このため、漏れ出たグリースの流出に起因する、現像剤像の加熱不
足、その結果生じる定着不良を防止することができる。
【００４２】
　また、実施の形態に係る定着装置１によれば、保持部材２２の当接面２２３と無端ベル
ト２７の内面２７１との間で、熱拡散板２６の第１の面２６１との間に、保熱板２４、ヒ
ータ２５、及び熱拡散板２６を上下方向（＋ｚ軸方向、－ｚ軸方向）に移動可能なフロー
ティング状態とする構造にして、加圧ローラ３の押し付け力で保熱板２４が保持部材２２
に密着する密着状態になる。このため、各部品の寸法バラツキに関係なく、ヒータ２５に
熱拡散板２６及び無端ベルト２７を密着加圧することができる。よって、加熱量の不足に
よる定着不良を防止できる。
【００４３】
　また、実施の形態に係る定着装置１によれば、熱拡散板２６は、厚さが０．２ｍｍから
１．０ｍｍの範囲内と薄く、また、材質として金属薄板をコの字に曲げた簡単な形状で安
価に熱容量を少なくでき、ウォームアップ（ＷＵ）時間を短縮することができる。
【００４４】
《３》変形例
　上記実施の形態では、ヒータ２５の上面２５１と保持部材２２の当接面２２３との間に
保熱板２４を備えた構造を説明した。しかし、定着装置１は、保熱板２４を備えない構造
を採用してもよい。この場合には、ヒータ２５の上面２５１が保持部材２２の当接面２２
３に当接する。
【００４５】
　また、上記実施の形態では、画像形成装置１００がカラープリンタである場合を説明し
た。しかし、画像形成装置１００は、電子写真プロセスを利用する他の装置であってもよ
い。画像形成装置１００は、例えば、多機能周辺装置（ＭＦＰ）、ファクシミリ、複写機
であってもよい。
【符号の説明】
【００４６】
　１　定着装置、　２　ベルトユニット（加熱装置）、　３　加圧ローラ（加圧部材）、
　４，５　サイドフレーム、　６　フレーム、　２１　ステー、　２２　保持部材、　２
３　支持部、　２４　保熱板（保熱部材）、　２５　ヒータ、　２６　熱拡散板（熱拡散
部材）、　２７　無端ベルト、　４１，５１　支軸、　４２，５２　レバー部材、　２２
１　第１の溝部、　２２２　第２の溝部、　２２３　当接面（当接部）、　２６１　第１
の面、　２６２　第２の面、　２６３　第１の壁部、　２６４　第２の壁部、　２７１　
内面、　２７２　外面、　Ｆ　搬送方向、　Ｎ　接触位置（ニップ部）、　Ｐ　媒体、　
Ｑ　現像剤像。



(10) JP 6954153 B2 2021.10.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 6954153 B2 2021.10.27

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 6954153 B2 2021.10.27

【図９】



(13) JP 6954153 B2 2021.10.27

10

フロントページの続き

    審査官  小池　俊次

(56)参考文献  特開２０１６－１７３４５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１６－１１４８７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２６０５３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１４／０１８６０７７（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｇ　　１５／２０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

